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(57)【要約】
　微量の試料を用い、一つの器具で同時に複数の項目に
ついての分析をすることができ、さらに分析に要するコ
ストが低廉であるような、体液の特定成分を分析するた
めの分析器具を提供する。
　全血の試料を試料供給口５に適用すると、その一部は
エッチング膜４１２によって血球成分のみが取り除かれ
て測定室３３に移送され、その他は特定の成分がガラス
繊維濾紙４１１に含まれた凝集試薬によって凝集物を生
成し、エッチング膜４１２によって血球成分および凝集
物が取り除かれて測定室３２に移送される。したがって
、全ての成分を含む血漿と、特定の成分が取り除かれた
血漿とがそれぞれ別個の測定室に移送されるため、複数
項目について同時に分析することが可能となる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料が内部に供給される試料供給口と、
　前記試料供給口に当接し、前記試料から所定の径以上の粒子を除去する板状の濾過部材
と、
　前記濾過部材に備えられ、体液に含まれる特定の成分と反応して凝集物を生成する凝集
試薬と、
　前記濾過部材に当接し、前記濾過部材を通過した前記試料を受容する複数の受容口と、
　前記試料の測定が行われる複数の測定室と、
　各々の前記測定室から延出し、前記複数の受容口のうちいずれか一つに連通する流路と
から構成され、
　前記試料供給口を前記濾過部材に投影した領域１と、前記複数の受容口のうち一つの受
容口を前記濾過部材に投影した領域２とが重ならず、
　前記領域１と前記領域２との間の領域３または前記領域２に、前記凝集試薬が存在し、
　前記複数の受容口のうち他の一つの受容口を前記濾過部材に投影した領域４と前記領域
１とを包含する領域５には、前記凝集試薬が存在しない
　ことを特徴とする体液成分の分析器具。
【請求項２】
　前記領域１と前記領域４とが重なる
　ことを特徴とする請求項１に記載の体液成分の分析器具。
【請求項３】
　前記流路が撥水性を有する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の体液成分の分析器具。
【請求項４】
　前記流路および前記測定室が、不通水性で通気性のある通気プレートと、
　不通気性でありかつ不通水性の封止プレートとを積層して形成されている
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の体液成分の分析器具。
【請求項５】
　前記凝集試薬が、高比重リポ蛋白以外のリポ蛋白成分と反応して凝集物を生成し、
　前記一つの受容口に連通する前記測定室にコレステロール定量用試薬が備えられている
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の体液成分の分析器具。
【請求項６】
　前記濾過部材は、前記供給口側に配置されたガラス繊維濾紙と、
　前記受容口側に配置されたエッチング膜とが積層されてなり、
　前記凝集試薬は前記ガラス繊維濾紙に含有されている
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の体液成分の分析器具。
【請求項７】
　前記ガラス繊維濾紙は、前記凝集試薬の含有密度が膜厚方向に沿って変化し、前記エッ
チング膜側の面の方が前記試料供給口側の面より前記含有密度が高い分布形状を有する
　ことを特徴とする請求項６に記載の体液成分の分析器具。
【請求項８】
　前記濾過部材は、前記供給口側に配置されたガラス繊維濾紙と、
　前記受容口側に配置されたエッチング膜と、
　前記ガラス繊維濾紙と前記エッチング膜との間に介在し、吸液性を有する材料から成る
試薬保持手段とが積層されてなり、
　前記凝集試薬は前記試薬保持手段に含有されている
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の体液成分の分析器具。
【請求項９】
　前記領域２における前記エッチング膜の孔径が、前記領域１における前記エッチング膜
の孔径より小さい
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　ことを特徴とする請求項６～８のいずれかに記載の体液成分の分析器具。
【請求項１０】
　前記濾過部材は、一方の面の孔径が他方の面の孔径より大となる孔径分布を有する非対
称多孔質膜であり、
　前記非対称多孔質膜は前記一方の面を前記試料供給口側に向けて配置され、
　前記凝集試薬は前記非対称多孔質膜に含有されている
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の体液成分の分析器具。
【請求項１１】
　前記非対称孔径膜は、前記凝集試薬の含有密度が膜厚方向に沿って変化し、前記受容口
側の面の方が前記試料供給口側の面より前記含有密度が高い分布形状を有する
　ことを特徴とする請求項１０に記載の体液成分の分析器具。
【請求項１２】
　前記凝集試薬が金属イオンを含み、
　前記測定室または前記流路の一部にキレート剤が配置されていること
　を特徴とした請求項１～１１のいずれかに記載の体液成分の分析器具。
【請求項１３】
　円形の前記測定室を複数備え、
　前記円形の前記測定室が一つの軸上に配置され、
　前記流路が、前記円形の放射方向かつ前記一つの軸に垂直に、前記円形の測定室から延
出する
　ことを特徴とする請求項１～１２のいずれかに記載の体液成分の分析器具。
【請求項１４】
　楕円形または長円形の前記測定室を複数備え、
　前記楕円形または長円形の前記測定室が、前記楕円形または長円形の短径軸を一つの軸
に一致させて一列に配置され、
　前記流路が、前記楕円または長円の長径軸に沿って前記測定室から延出する
　ことを特徴とする請求項１～１２のいずれかに記載の体液成分の分析器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は生体の体液成分、特に高比重リポ蛋白（以下ＨＤＬと称す）中のコレステロー
ル（以下ＨＤＬ－Ｃと称す）などのリポ蛋白成分を測定する分析器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＨＤＬ－Ｃは抗動脈硬化作用を有し、冠動脈疾患の防御因子として重要であり、低ＨＤ
Ｌ－Ｃ血症は冠動脈疾患の主要なリスクファクターの一つに数えられている。そのためＨ
ＤＬ－Ｃの測定は、動脈硬化性疾患における危険因子の分析や脂質代謝異常が想定される
ときに有用である。
【０００３】
　従来、ＨＤＬ－Ｃのような特定のリポ蛋白中のコレステロールを測定する場合、まず超
遠心法や電気泳動法等の手段により測定対象となるリポ蛋白を分離し、その後脂質成分を
測定するという、いわゆる分画法が採用されてきた。また近年、分画を必要とすることな
くリポ蛋白に対する界面活性剤の特異性の差を利用し選択的にＨＤＬ－Ｃを測定するとい
う、いわゆる直接法も採用されている。
【０００４】
　しかし、分画法では、分析実施のために大規模な装置を必要とし、また高精度の分析結
果を得るためには作業者の熟練を必要とするため、結果的に分析に要するコストが高くな
るという問題がある。また、直接法は、体液成分を希釈することなく測定するような場合
においては、ＨＤＬ以外のリポ蛋白中のコレステロールに対する非特異反応に起因する測
定値の不正確性が問題となる場合がある。
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【０００５】
　一方、微量の全血試料を試験片に点着させ、試薬と反応した後の光学的特性などを測定
することによって体液成分を分析する技術が知られている（特許文献１、２参照）。しか
し上記の方法自体は簡便ではあるが、これをＨＤＬ－Ｃ分析に適用する場合、試料が試験
片に付与される前に分画等の前処理が必要となったり、試料が試験片に付与された後、精
密な制御のもとで多段階の反応が行なわれる必要があるため、簡便な方法という利点を生
かせないという問題がある。さらに、ＨＤＬ－Ｃを含む複数の項目について分析を行うに
は、各項目ごとに別々の試料および分析器具を用意する必要があるという問題がある。
【特許文献１】特開平８－１１４５３９号公報
【特許文献２】特開２００２－２２４０９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、簡易な操作で分析を実施することができ、精度が高い分析結果を迅速に得るこ
とができ、分析に要するコストが低廉であり、さらには、一滴の試料を用いて複数の項目
について同時に分析できるような体液の成分を分析するための分析器具が求められていた
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、前記課題を解決するためになされたもので、請求項１に記載の発明は、試料
が内部に供給される試料供給口と、前記試料供給口に当接し、前記試料から所定の径以上
の粒子を除去する板状の濾過部材と、前記濾過部材に備えられ、体液に含まれる特定の成
分と反応して凝集物を生成する凝集試薬と、前記濾過部材に当接し、前記濾過部材を通過
した前記試料を受容する複数の受容口と、前記試料の測定が行われる複数の測定室と、各
々の前記測定室から延出し、前記複数の受容口のうちいずれか一つに連通する流路とから
構成され、前記試料供給口を前記濾過部材に投影した領域１と、前記複数の受容口のうち
一つの受容口を前記濾過部材に投影した領域２とが重ならず、前記領域１と前記領域２と
の間の領域３または前記領域２に、前記凝集試薬が存在し、前記複数の受容口のうち他の
一つの受容口を前記濾過部材に投影した領域４と前記領域１とを包含する領域５には、前
記凝集試薬が存在しないことを特徴とする体液成分の分析器具である。
【０００８】
　請求項１に記載の発明によれば、全血の試料を試料供給口に適用すると、試料は濾過部
材中を面内に横展開し、その一部は濾過部材中に備えられた凝集試薬と接触して体液に含
まれる特定の成分が凝集し、当該凝集物が濾過部材により分離濾過されて前記一つの受容
口に流入した後、流路を通り測定室に到達する。すなわち、前記一つの受容口に連通する
測定室に導入される試料は、前記特定の成分が除去されたものであるため、当該測定室に
おいては前記特定の成分以外の項目について測定を行うのが好適となる。一方、前記他の
一つの受容口に到達する試料は凝集試薬と接触しないため、そこから測定室へと導入され
る試料は特定の成分が除去されていない。したがって、特定の成分が除去された試料と、
特定の成分を含んだ試料とを、それぞれ別個の測定室に導入することができ、同時に複数
項目の測定を実施することが可能な体液成分の分析器具を提供することができる。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、前記領域１と前記領域４とが重なることを特徴とする請求項
１に記載の体液成分の分析器具である。
【００１０】
　請求項２に記載の発明によれば、供給された試料のうち凝集試薬と接触する試料は、濾
過部材の中で面内方向に横展開した後凝集試薬との接触により凝集物が生成され、凝集物
が濾過部材により分離されて受容口に到達し、その後測定室に移送される。それに対して
凝集試薬と接触しない試料は、横展開することなく濾過部材の板厚分のみ進行した後受容
口に到達するため、体液成分の欠落を最小限に抑えたまま測定室に移送することができ、
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高効率でありかつ信頼性が高い体液成分の分析器具を提供することができる。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、前記流路が撥水性を有することを特徴とする請求項１または
２に記載の体液成分の分析器具である。
【００１２】
　請求項３に記載の発明によれば、流路が撥水性を有するため、濾過部材内に存在する試
料が流路に自然に流入することがなく、凝集反応が完了するのに必要な時間が経過するま
で、試料を濾過部材内で保持することができる。そして、凝集反応が完了した後、加圧ま
たは吸引操作などを行うことによって、試料を測定室に移送することができる。すなわち
、試料を測定室に移送するタイミングを使用者がコントロールすることができる。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、前記流路および前記測定室が、不通水性で通気性のある通気
プレートと、不通気性でありかつ不通水性の封止プレートとを積層して形成されているこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の体液成分の分析器具である。
【００１４】
　請求項４に記載の発明によれば、流路が不通水性を有するため、濾過部材内に存在する
試料は流路に自然に流入することがなく、凝集反応が終了するのに必要な時間が経過する
まで、試料を濾過部材内で保持することができる。そして、凝集反応が完了した後、加圧
または吸引操作などを行うことによって、試料を分離手段から測定室まで移送することが
できる。さらに、流路および測定室を形成する壁は通気性を有しており、流路に溜まった
空気はこの壁を通じて外部に排出されるため、空気抜き孔は不要となる。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、前記凝集試薬が、高比重リポ蛋白以外のリポ蛋白成分と反応
して凝集物を生成し、前記一つの受容口に連通する前記測定室にコレステロール定量用試
薬が備えられていることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の体液成分の分析器
具である。
【００１６】
　請求項５に記載の発明によれば、供給された試料のうち凝集試薬と接触する一部の試料
は、ＨＤＬ以外のリポ蛋白成分が除去された上で測定室に移送され、測定室においてコレ
ステロール量が測定されるため、ＨＤＬ－Ｃのみの分析が可能となり、一方で凝集試薬と
接触しない試料は、なにも処理されていない状態の試料が測定室に移送されるため、ＨＤ
Ｌ－Ｃ以外の分析が可能となる。すなわち、一滴の試料を用いて、ＨＤＬ－Ｃとそれ以外
の項目とについて同時に分析することができる。
【００１７】
　請求項６に記載の発明は、前記濾過部材は、前記供給口側に配置されたガラス繊維濾紙
と、前記受容口側に配置されたエッチング膜とが積層されてなり、前記凝集試薬は前記ガ
ラス繊維濾紙に含有されていることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の体液成
分の分析器具である。
【００１８】
　請求項６に記載の発明によれば、全血試料を試料供給口に適用すると、試料がガラス繊
維濾紙の面内方向に横展開する際、試料中の血球成分はガラス繊維濾紙によりその浸透が
阻害され、試料は血漿成分比率が高い状態で凝集試薬と接触するため、試料中の特定の成
分の凝集反応は迅速に進行する。また当該試料がエッチング膜を通過する際、まず粒径の
小さい当該凝集物が捕捉された後、粒径の大きい血球成分が捕捉される。したがって、目
詰まりのリスクが少ないスムーズな濾過が実現され、試料から特定の成分および血球が確
実に取り除かれるため、高精度の分析が可能となる。
【００１９】
　請求項７に記載の発明は、前記ガラス繊維濾紙は、前記凝集試薬の含有密度が膜厚方向
に沿って変化し、前記エッチング膜側の面の方が前記試料供給口側の面より前記含有密度
が高い分布形状を有することを特徴とする請求項６に記載の体液成分の分析器具である。
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【００２０】
　請求項７に記載の発明によれば、全血の試料を試料供給口に適用すると、試料がガラス
繊維濾紙の膜厚方向に進行する際、試料中の血球成分はガラス繊維によりその浸透が阻害
され、試料は血漿成分比率が高い状態で凝集試薬と接触し、凝集反応が迅速に進行するた
め、分析に要する時間を短縮することができる。
【００２１】
　請求項８に記載の発明は、前記濾過部材は、前記供給口側に配置されたガラス繊維濾紙
と、前記受容口側に配置されたエッチング膜と、前記ガラス繊維濾紙と前記エッチング膜
との間に介在し、吸液性を有する材料から成る試薬保持手段とが積層されてなり、前記凝
集試薬は前記試薬保持手段に含有されていることを特徴とする請求項１～５のいずれかに
記載の体液成分の分析器具である。
【００２２】
　請求項８に記載の発明によれば、凝集試薬を含んだ試薬保持手段をガラス繊維濾紙から
独立して配置することが可能であるため、試料を血漿成分比率が高い状態にしてから凝集
試薬に接触させることを確実なものとすることができる。
【００２３】
　請求項９に記載の発明は、前記領域２における前記エッチング膜の孔径が、前記領域１
における前記エッチング膜の孔径より小さいことを特徴とする請求項６～８のいずれかに
記載の体液成分の分析器具である。
【００２４】
　請求項９に記載の発明によれば、領域２におけるエッチング膜の孔径を、生成される凝
集物の粒径より小さく設定することによって、凝集試薬と接触する試料の一部からは特定
の成分が確実に除去することができ。一方領域１におけるエッチング膜の孔径を、測定対
象の体液成分の粒径より大きく設定することによって、凝集試薬と接触しない残りの試料
における体液成分の欠落を最小限に抑えることができる。すなわち、高精度の分析を実現
することができる。
【００２５】
　請求項１０に記載の発明は、前記濾過部材は、一方の面の孔径が他方の面の孔径より大
となる孔径分布を有する非対称多孔質膜であり、前記非対称多孔質膜は前記一方の面を前
記試料供給口側に向けて配置され、前記凝集試薬は前記非対称多孔質膜に含有されている
ことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の体液成分の分析器具である。
【００２６】
　請求項１０に記載の発明によれば、全血の試料を試料供給口に適用すると、試料中の血
球成分は非対称孔径膜のうち孔径が比較的大きい空隙により捕捉され、試料中の特定の成
分は非対称孔径膜に含有された凝集試薬によって凝集し、当該凝集物は非対称孔径膜の孔
径が比較的小さい空隙により捕捉されるため、目詰まりのリスクが少ないスムーズな濾過
が実現され、試料から特定の成分および血球を確実に取り除き、測定に供することができ
る。すなわち、高精度の分析を実現することができる。
【００２７】
　請求項１１に記載の発明は、前記非対称孔径膜は、前記凝集試薬の含有密度が膜厚方向
に沿って変化し、前記受容口側の面の方が前記試料供給口側の面より前記含有密度が高い
分布形状を有することを特徴とする請求項１０に記載の体液成分の分析器具である。
【００２８】
　請求項１１に記載の発明によれば、全血試料を試料供給口に適用すると、まず試料中の
血球成分が非対称孔径膜のうち孔径が比較的大きい空隙により捕捉されるため、試料は血
漿成分比率が高い状態で凝集試薬と接触し、凝集反応が迅速に進行し、当該凝集物は孔径
が比較的小さい空隙により捕捉される。したがって、目詰まりのリスクが少ないスムーズ
な濾過が実現され、試料から特定の成分および血球を確実に取り除き、測定に供すること
ができる。すなわち、高精度の分析を実現することができる。
【００２９】
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　請求項１２に記載の発明は、前記凝集試薬が金属イオンを含み、前記測定室または前記
流路の一部にキレート剤が配置されていることを特徴とした請求項１～１１のいずれかに
記載の体液成分の分析器具である。
【００３０】
　請求項１２に記載の発明によれば、キレート剤によって金属イオンの存在下で呈色反応
が安定化し、また金属イオンに起因する濁りを防止することができるため、高精度の分析
を実現することができる。
【００３１】
　請求項１３に記載の発明は、円形の前記測定室を複数備え、前記円形の前記測定室が一
つの軸上に配置され、前記流路が、前記円形の放射方向かつ前記一つの軸に垂直に、前記
円形の測定室から延出することを特徴とする請求項１～１２のいずれかに記載の体液成分
の分析器具である。
【００３２】
　請求項１３に記載の発明によれば、光学的測定装置が一つの軸上を走査することによっ
て複数の測定室の吸光度を測定することが可能となり、複数の項目についての分析に要す
る時間を短縮することができる。
【００３３】
　請求項１４に記載の発明は、楕円形または長円形の前記測定室を複数備え、前記楕円形
または長円形の前記測定室が、前記楕円形または長円形の短径軸を一つの軸に一致させて
一列に配置され、前記流路が、前記楕円または長円の長径軸に沿って前記測定室から延出
することを特徴とする請求項１～１２のいずれかに記載の体液成分の分析器具である。
【００３４】
　請求項１４に記載の発明によれば、流路と測定室との結合部近傍に生じる特異領域を回
避しつつ、光学的測定装置が一つの軸上を走査することによって複数の測定室の吸光度を
測定することが可能となり、複数の項目についての分析に要する時間を短縮することがで
きるとともに、高精度の分析を実現することができる。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、一滴の試料から、特定の成分が除去された試料と、特定の成分を含ん
だ試料とを、それぞれ別個の測定室に導入することができ、同時に複数項目の分析を実施
することが可能な体液成分の分析器具を提供することができる。すなわち、一滴の体液試
料および一つの器具だけで複数の項目について高精度の分析が可能となり、それに伴い分
析に要するコストも低廉となる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る分析器具を示す断面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る分析器具を示す分解斜視図である。
【図３】本発明の第２の実施の形態に係る分析器具を示す断面図である。
【図４】本発明の第３の実施の形態に係る分析器具を示す分解斜視図である。
【図５】図４に示す分析器具の断面Ａ－Ａを示す断面図である。
【図６】本発明の第３の実施の形態に係る分析器具を示す分解斜視図である。
【図７】本発明の第３の実施の形態に係る分析器具を示す分解斜視図である。
【図８】本発明の第４の実施の形態に係る分析器具において、第１プレートを除いて見た
本体部の正面図である。
【図９】従来の分析器具において、第１プレートを除いて見た本体部の正面図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態に係る分析器具を用いた測定法と対照法の相関関係
を示す図面である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　本体部
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　１１　第１プレート
　１２　第２プレート
　１３　第３プレート
　２１　流路
　３１　測定室
　４　濾過手段
　４１　濾過部材
　４１１　ガラス繊維濾紙
　４１２　エッチング膜
　４１５　非対称孔径膜
　４２　支持具
　５　試料供給口
　６１　受容口
　７　凝集試薬保持範囲
　８　特異領域
　９　軸
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　つぎに、この発明の実施の形態について図面に基づき説明する。
【００３９】
（第１の実施の形態）
　図１および図２に本発明に係る分析器具の第１の実施の形態を示す。図１は断面図であ
り、図２は分解斜視図である。本実施の形態は、全血試料をもとにＨＤＬ－Ｃを測定する
ための形態となっている。
【００４０】
　図１および図２のように、本実施の形態に係る分析器具は、本体部１と濾過手段４とか
らなり、本体部１は第１プレート１１と、第２プレート１２と、第３プレート１３とが、
両面テープなどの接着層（図示なし）を介して接着されて構成される。濾過手段４は試料
供給口５を有するが、試料を本体部１内に供給するときのみ使用されるため、本実施の形
態では本体部１から分離可能として構成されているが、本体部１と接着されていてもよい
。
【００４１】
　第１プレート１１には試料供給口５と略同心位置に、受容口６１を有する貫通孔２１１
が設けられている。第２プレート１２にも試料供給口５と略同心位置に貫通穴２１２が設
けられ、また離隔した位置に貫通穴３１１が設けられ、当該２つの貫通穴２１２、３１１
を溝２１３が連通している。第３プレート１３には、貫通穴３１１と略同心位置に呈色試
薬保持部３１２が設けられ、呈色試薬（図示なし）が保持される。呈色試薬保持部３１２
は、第３プレート１３の当該位置に凹部を設けその中に呈色試薬を充填することによって
形成することもできるが、平坦部に呈色試薬を付着させて形成することも可能である。貫
通孔２１１、２１２および溝２１３が流路２１を構成し、貫通孔３１１および呈色試薬保
持部３１２が測定室３１を構成する。
【００４２】
　本実施の形態において、濾過手段４は、ガラス繊維濾紙４１１とエッチング膜４１２と
を積層した濾過部材４１と、濾過部材４１を支持しつつ開口を有する支持具４２と、ガラ
ス繊維濾紙４１１に含浸・乾燥され、ＨＤＬ以外のリポ蛋白成分と反応して凝集物を生成
する凝集試薬（図示なし）とから構成される。支持具４２の開口は試料供給口５を形成し
ている。濾過部材４１は、ガラス繊維濾紙４１１が試料供給口５側を向き、エッチング膜
４１２が本体部１側を向くよう配置されている。
【００４３】
　ガラス繊維濾紙４１１は、ほう珪酸塩ガラス繊維として含有量５０％以上のものであっ
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て、血漿回収効率及び血液保持量を基準に選定して、厚みが４００μｍ～１５００μｍの
ものが使用できるが、回収したい血漿量によって厚みを選択できる。本実施の形態ではア
ドバンテック社製ＧＡ－２００を使用した。
【００４４】
　凝集試薬はガラス繊維濾紙４１１の中でも、本体部１に近い面に集中して存在するのが
好適である。ガラス繊維により血球成分の移動が阻害され、血漿比率が高い状態で試料の
凝集反応を起こすことができ、凝集反応は迅速に進行するからである。ガラス繊維濾紙４
１１に凝集試薬を含浸させたのち、本体部１に近い面に風をあてるように乾燥すると、水
分が蒸発する面に向かって、凝集試薬の溶解した溶液が移動することになり、凝集試薬が
本体部１に近い面側に集中して存在するようなガラス繊維濾紙４１１を作成することがで
きる。本実施の形態では、凝集試薬含浸した後、ガラス繊維濾紙４１１の本体部１に近い
面に４０℃の温風を当てて３０分間乾燥したものを使用した。
【００４５】
　なお、ガラス繊維濾紙４１１に凝集試薬を含浸させることに代えて、別途凝集試薬を含
浸させた濾紙等の吸液性を有する材料を、エッチング膜４１２と試料供給口５との間の任
意の位置に配置することもできる。こうすることによって、凝集試薬を含む層の位置をコ
ントロールすることが容易となる。さらにこの場合、当該凝集試薬を含浸させた濾紙等の
吸液性を有する材料はガラス繊維濾紙４１１とエッチング膜４１２の間に介在するのが好
適である。ガラス繊維により血球成分の移動が阻害され、血漿比率が高い状態で試料の凝
集反応を起こすことができ、凝集反応が迅速に進行するからである。
【００４６】
　本実施の形態では、ＨＤＬ以外のリポ蛋白成分と反応して凝集物を生成する凝集試薬と
して、リンタングステン酸ナトリウムと塩化マグネシウムを用いている。含有量は、ガラ
ス繊維濾紙４１１が保持できる血液量に対して溶解した際において、リンタングステン酸
ナトリウム：２％ｗ／ｗ、塩化マグネシウム：２％ｗ／ｗとした。塩化マグネシウム濃度
を１％ｗ／ｗに固定してリンタングステン酸ナトリウムを０％～４％の範囲で変動させた
場合、これが２％ｗ／ｗ以上含有されておればＨＤＬ－Ｃの測定値として定常化し、一方
リンタングステン酸ナトリウム濃度を２％ｗ／ｗに固定して塩化マグネシウムを０％～３
％の範囲で変動させた場合、これが１．５％ｗ／ｗ以上含有されておればＨＤＬ－Ｃの測
定値として定常化することが確認されたため、前記配合を使用した。
【００４７】
　エッチング膜４１２は、ポリカーボネート製あるいはポリエステル製の多孔製トラック
エッチング膜で、膜厚は５～２０μｍのものが使用できるが、血球及び凝集物の捕捉効率
を基準に選定して、孔径は０．４～１．０μｍのものが好適である。
【００４８】
　次に本体部１について説明する。第１プレート１１および第３プレート１３には、ポリ
エチレンテレフタレート（ＰＥＴ）やＡＳ樹脂のようなプラスチック材料が、加工が容易
であるため好適である。しかし、試料が漏出することがない流路を形成することができれ
ば、これに限定されるものではない。
【００４９】
　第２プレート１２には、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）などの不通水性で通
気性のある多孔質材を用いるのが好適である。空気抜き孔等を設けることなく試料を測定
室３１に移送することが可能となるからである。しかし、空気抜き孔等の空気を抜く手段
を備えれば、第２プレート１２について第１プレート１１および第３プレート１３と同様
のプラスチック材料を使用することも可能である。なおこの際、第２プレート１２と第３
プレート１３とを一体のプレートとし、当該一体のプレートに流路２１として溝を、測定
室３１として凹部をそれぞれ設け、第１プレート１１と当該一体のプレートとで構成され
る２層構造とすることも可能であり、少ない部品点数で構成可能となる。さらに、上記第
２プレート１２と第３プレート１３とを一体としたプレートの材料を、不通水性で通気性
のある多孔質材とすれば、空気抜き孔等が不要であり、かつ少ない部品点数で体液成分の
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分析器具を構成することが可能となる。
【００５０】
　第３プレート１３には、呈色試薬保持部３１２において呈色試薬（図示なし）が塗布・
乾燥されて保持される。
【００５１】
　次に、本実施の形態に係る器具を用いた分析の手順および器具の作用について説明する
。なお、分析の手順は後述する全ての実施の形態において同様である。
【００５２】
　濾過手段４を本体部１に重ね、濾液が受容口６１に流入するよう位置を決めセットする
。その後試料供給口５に全血の試料を滴下する。
【００５３】
　試料供給口５に滴下された試料はガラス繊維濾紙４１１に浸透する。ここで、ガラス繊
維濾紙４１１は、プラスチック製のエッチング膜４１２および第１プレート１１等と近接
しているため正に帯電しており、ガラス繊維濾紙４１１内を進行する試料は、正荷電のガ
ラス繊維濾紙４１１と負荷電の血球とが静電的に結合するため血球の移動が遅れ、血漿成
分比率が高い状態で凝集試薬が含浸されている部位に到達する。その後血漿中に存在する
ＨＤＬ以外のリポ蛋白成分が凝集試薬と反応し凝集物が生成される。血漿成分比率が高い
状態で凝縮試薬との反応が起こるため、凝集反応は迅速に進行する。
【００５４】
　なお、ＨＤＬ以外のリポ蛋白成分と凝集試薬との反応が進行し、分離濾過が可能となる
程の大きさの凝集物を生じるためには、試料がガラス繊維濾紙４１１の中に一定の時間滞
留する必要がある。ここで第２プレート１２は不通水性で通気性のある多孔質材からなり
、すなわち流路２１は撥水性を有するため、毛管現象は発生しない。したがって試料を滴
下してから加圧操作もしくは吸引操作を行わない限り、試料が自然に流路２１に流入する
ことはない。これによって、試料は、分離濾過が可能な凝集物を生成するのに十分な時間
、ガラス繊維濾紙４１１の中に滞留することが可能となる。なお、各プレートが不通水性
で通気性のある多孔質材でない場合でも、流路２１に撥水処理を別途施しておけば、試料
が自然に流路２１に流入すること防ぐことができる。
【００５５】
　凝集反応が完結するのに十分な時間をとった後、加圧操作や吸引操作をすることによっ
て、ガラス繊維濾紙４１１に滞留していた試料は受容口６１を通り流路２１に向けて進行
する。その際エッチング膜４１２でまず粒径の小さい凝集物が分離濾過された後、粒径の
大きい血球成分が分離濾過され、スムーズな濾過が実現される。濾液として、ＨＤＬのみ
を含む血漿成分が流路２１に流れ込む。ここで加圧操作および吸引操作の方法は任意であ
るが、第２プレート１２に多孔質材を用いた場合、例えば加圧操作は、試料供給口５を覆
うような弾性体の栓体を設け、それを加圧することによって実現され、吸引操作は、第２
プレート１２の一部にポンプを接続して吸引することによって実現される。
【００５６】
　試料は測定室３１に到達した後、呈色試薬保持部３１２に保持された呈色試薬と反応す
る。ここで第１のプレート１１および第３のプレート１３は、測定室３１の位置において
透明に構成されている。したがって、呈色反応が完了するのに必要な時間が経過した後、
外部の光源から測定室３１に向け照射した入射光と、測定室３１を透過した透過光とを検
出することによって、測定室３１における吸光度を測定することができ、そして得られた
吸光度に基づき、試料中の特定の成分を定量することが可能となる。ここで、上述の実施
の形態では透過光を測定することにより吸光度を測定するため、第１のプレート１１およ
び第３のプレート１３のいずれもが、測定室３１の位置において透明に構成されているが
、反射光を用いて吸光度を測定する場合は、透明に構成されるのはいずれか一方のプレー
トのみでよい。
【００５７】
　なお、凝集試薬を予めガラス繊維濾紙４１１に含浸して反応させる場合、滴下される試
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の濃度は変動する。凝集試薬には２価金属イオンであるＭｇ２＋が含まれるが、反応に十
分な量の凝集試薬を含浸させておくと、場合によってはかなり過剰の状態になり、その場
合凝集反応に使用されずに余った２価金属イオンは、そのまま測定室３１に流れ込むため
、呈色反応時にこれらが大量に含まれる場合がある。このように高濃度の２価金属イオン
が含まれたまま呈色反応が進行する場合、コレステロール脱水素酵素の不溶化、濁りなど
、反応系に悪影響を及ぼす現象が発生する危険性がある。
【００５８】
　ここで呈色試薬にエチレンジアミン四酢酸などのキレート剤を添加すると、金属イオン
と錯体を形成するため、２価金属イオンが前記の呈色反応に及ぼす悪影響が除去され、呈
色反応は安定化し、高精度の測定が可能となる。
【００５９】
　なお、透過光による測定に代えて、反射光による測定とすることも可能であるし、また
光学的な測定に代えて、測定室に電極を設け電気測定とすることも可能である。
【００６０】
　ここで、本発明に係る分析器具の効果を確認するため、本実施の形態に係る分析器具を
用いた分析方法と、対照法とを用いて試料を分析し、その結果について比較を行った。対
照法は直接測定法（Ｎ－アッセイ　Ｌ　ＨＤＬ　ニットーボー　Ｂ－タイプ／日立－７０
２０）とし、分析対象は血中のＨＤＬ－Ｃとした。相関係数を得るため、３０試料につき
それぞれ本発明に係る方法および対照法にてＨＤＬ－Ｃ値を測定した。
【００６１】
　本発明に係る分析器具に用いた呈色試薬は下記に示す調製のものである。なお、下記の
濃度は反応時における濃度である。
【００６２】
　呈色試薬の調製 
　コレステロールエステラーゼ（ＣＥ）　２００Ｕ／ｍＬ
　コレステロール脱水素酵素（ＣＨＤＨ）　１５０Ｕ／ｍＬ
　ジアフォラーゼ（ＤＩ）　２００Ｕ／ｍＬ
　ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（ＮＡＤ）　２０ｍＭ
　水溶性テトラゾリウム塩（ＷＳＴ－４）　６０ｍＭ
　界面活性剤（トリトン（登録商標）Ｘ－１００）　１．０％ｗ／ｖ
　グッド緩衝剤（ＴＡＰＳ）ｐＨ８．５　２００ｍＭ
　エチレンジアミン四酢酸三ナトリウム　５０ｍＭ
【００６３】
　本実施の形態に係る分析器具に試料を滴下して１分間待機した後に、試料供給口５から
加圧操作を施し、試料を測定室３１まで移送した。そして、試料を測定室３１に移送した
時点から５分経過後、波長６３５ｎｍにおける吸光度を測定した。
【００６４】
　本実施の形態に係る分析器具を用いた分析方法による測定値と、対照法による測定値と
の比較結果を、表１および図１０に示す。
【００６５】
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【表１】

【００６６】
　この結果より、係る器具を用いた分析方法は対照法と極めて良好な相関を有することが
示された。
【００６７】
（第２の実施の形態）
　図３に、本発明に係る分析器具の第２の実施の形態の断面図を示す。本実施の形態も第
１の実施の形態と同様、全血試料からＨＤＬ－Ｃを測定するための形態となっている。
【００６８】
　濾過手段４以外の構成は第１の実施の形態と同様である。したがって、以下主に濾過手
段４について説明する。
【００６９】
　ここで濾過手段４は、非対称孔径膜４１５からなる濾過部材４１と、濾過部材４１を支
持しつつ開口を有する支持具４２と、非対称孔径膜４１５に含浸・乾燥され、ＨＤＬ以外
のリポ蛋白成分と反応して凝集物を生成する凝集試薬（図示なし）とから構成される。支
持具４２の開口は試料供給口５を形成している。
【００７０】
　非対称孔径膜４１５はポリスルフォン製あるいはポリエーテルスルフォン製で、膜厚方
向に孔径が変化する構造を有し、血球及び凝集物の捕捉効率を基準に選定して、大孔径側
の孔径が３～３０μｍ、小孔径側の孔径が０．５～１．０μｍ、膜厚が１５０μｍ～４０
０μｍのものが好適である。また、小孔径側の面が本体部１側を向くよう配置される。
【００７１】
　非対称孔径膜４１５に含浸されている凝集試薬の仕様は、第１の実施の形態と同様であ
る。凝集試薬は非対称孔径膜４１５に含まれるが、非対称孔径膜４１５のうち小孔径側の
面近傍に集中して存在するのが、血漿比率の高い状態で試料を凝集反応に導くことができ
るという点で、好適である。非対称孔径膜４１５に凝集試薬を含浸させたのち小孔径側の
面に風をあてるように乾燥すると、水分が蒸発する面に向かって、凝集試薬の溶解した溶
液が移動することになり、凝集試薬が小孔径側に集中して存在するような非対称孔径膜４
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１５を作成することができる。
【００７２】
　次に、本実施の形態に係る分析器具の作用について説明する。
【００７３】
　試料供給口５に滴下された全血の試料は非対称孔径膜４１５に浸透するが、全血試料に
含まれる血球成分は、非対称孔径膜４１５のうち孔径が比較的大きい空隙により捕捉され
、それにより試料から血球成分が除去される。試料のうち血漿は小孔径側の面の近傍へと
移動する。ここで凝集試薬は小孔径側の面の近傍に集中して存在しており、血漿中に存在
するＨＤＬ以外のリポ蛋白成分と反応し、凝集物が生成される。この凝集物は非対称孔径
膜４１５のうち孔径が比較的小さい空隙によって捕捉される。すなわち、目詰まりのリス
クが少ないスムーズな濾過が実現され、受容口６１に流入する濾液はＨＤＬのみを含む血
漿となる。
【００７４】
　なお、ＨＤＬ以外のリポ蛋白成分と凝集試薬との反応が進行し、分離濾過が可能となる
程の大きさの凝集物を生じるためには、血漿が非対称孔径膜４１５の中に一定の時間滞留
する必要がある。ここで、第１の実施の形態と同様、第２プレート１２は不通水性で通気
性のある多孔質材からなり、すなわち流路２１は撥水性を有するため、毛管現象は発生し
ない。したがって試料を滴下してから加圧操作もしくは吸引操作を行わない限り、血漿が
自然に流路２１に流入することはない。これによって、血漿は、分離濾過が可能な凝集物
を生成するのに十分な時間、非対称孔径膜４１５の中に滞留することが可能となる。なお
、各プレートが不通水性で通気性のある多孔質材でない場合でも、流路２１に撥水処理を
別途施しておけば、試料が自然に流路２１に流入すること防ぐことができる。
【００７５】
　凝集反応が完結するのに十分な時間をとった後、加圧操作や吸引操作をすることによっ
て、ＨＤＬのみを含む血漿が受容口６１を通り流路２１に流れ込み、その後測定室３１に
移送されて測定に供される。
【００７６】
（第３の実施の形態）
　図４から図７に、本発明に係る分析器具の第３の実施の形態の分解斜視図および断面図
を示す。本実施の形態は、一滴の試料から複数の異なる項目についての分析を同時に実施
し、分析項目の一つがＨＤＬ－Ｃである場合に好適な実施の形態である。
【００７７】
　図４、５に示すように、本実施の形態に係る分析器具は、本体部１と濾過手段４とから
なり、本体部１は第１プレート１１と、第２プレート１２と、第３プレート１３とが、両
面テープなどの接着層（図示なし）を介して接着されて構成される。濾過手段４は試料供
給口５を有するが、試料を本体部１内に供給するときのみ使用されるため、本実施の形態
では本体部１から分離可能として構成されているが、本体部１と接着されていてもよい。
【００７８】
　本実施の形態における各構成要素の材質および仕様は、第１の実施の形態と同様である
。したがって、構造的に異なる点およびそれに起因する作用についてのみ、以下説明する
。
【００７９】
　濾過手段４は、板状の濾過部材４１と、濾過部材４１を支持しつつ試料供給口５を有す
る支持具４２と、濾過部材４１に保持され、ＨＤＬ以外のリポ蛋白成分と反応して凝集物
を生成する凝集試薬（図示なし）とから構成される。また支持具４２には、試料供給口５
と反対側に濾過部材収容部４２１が凹設され、濾過部材４１が濾過部材収容部４２１には
め込まれている。
【００８０】
　第１プレート１１には受容口６２を有する貫通孔２２１と、受容口６３を有する貫通孔
２３１とが設けられており、第２プレート１２には貫通孔２２２、２３２、３２１、３３
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１およびそれらを連通する溝２２３、２３３が設けられている。第３プレート１３には呈
色試薬保持部３２２、３３２が設けられている。ここで、試料供給口５と受容口６３は略
同心位置にあり、受容口６２と受容口６３は離隔している。すなわち、試料供給口５を濾
過部材４１に投影した領域と受容口６３を濾過部材４１に投影した領域とが略同一である
一方、試料供給口５を濾過部材４１に投影した領域と受容口６２を濾過部材４１に投影し
た領域とは重ならない。第２プレート１２には、貫通孔２３１と略同心位置に貫通穴２３
２が設けられ、貫通穴２３２から離隔した位置に貫通穴３３１が設けられ、当該２つの貫
通穴２３２、３３１を溝２３３が連通している。また、貫通孔２２１と略同心位置に貫通
穴２２２が設けられ、貫通穴２２２から離隔した位置に貫通穴３２１が設けられ、当該２
つの貫通穴２２２、３２１を溝２２３が連通している。第３プレート１３には、貫通穴３
２１、３３１と略同心位置に呈色試薬保持部３２２、３３２が設けられ、呈色試薬（図示
なし）が保持される。呈色試薬保持部３２２、３３２は、第３プレート１３の当該位置に
凹部を設けその中に呈色試薬を充填することによって形成することもできるが、平坦部に
呈色試薬を付着させて形成することも可能である。貫通孔２２１、２２２および溝２２３
が流路２２を構成し、貫通孔２３１、２３２および溝２３３が流路２３を構成する。また
、貫通孔３２１および呈色試薬保持部３２２が測定室３２を構成し、貫通孔３３１および
呈色試薬保持部３３２が測定室３３を構成する。
【００８１】
　ここで濾過部材４１は、第１の実施の形態と同様、ガラス繊維濾紙４１１と、エッチン
グ膜４１２との積層により構成することも可能であり、第２の実施の形態と同様、非対称
孔径膜で構成することも可能である。ただし、濾過部材４１の大きさは、第１プレート１
の２つの受容口６２、６３のいずれをも覆う程の範囲を占める。以下、濾過部材４１をガ
ラス繊維濾紙４１１とエッチング膜４１２との積層により構成した場合について説明する
が、非対称孔径膜で構成した場合も同様の効果を奏することは、前記第２の実施の形態に
ついての説明より明らかである。
【００８２】
　ＨＤＬ以外のリポ蛋白成分と反応して凝集物を生成する凝集試薬は、受容口６２をガラ
ス濾紙４１１に投影した領域周辺にのみ含浸されている一方、受容口６３をガラス濾紙４
１１に投影した領域には含浸されていない。図４に図示されているハッチング部が凝集試
薬保持範囲７である。
【００８３】
　次に、本実施の形態に係る分析器具の作用について図４、５に基づき説明する。
【００８４】
　試料供給口５に滴下された全血の試料はガラス繊維濾紙４１１に浸透する。ここで、ガ
ラス繊維濾紙４１１は、プラスチック製のエッチング膜４１２および第１プレート１等と
近接しているため、正に帯電している。
【００８５】
　試料はガラス濾紙４１１において面内に横展開し、試料の一部は受容口６２の上部に位
置する凝集試薬保持範囲７に到達する。この際、正荷電のガラス濾紙４１１と負荷電の血
球が静電的に結合するため、血球の移動は遅れ、血漿比率が高い状態で試料が凝集試薬と
接触し、凝集反応が迅速に進行する。ここで、第１の実施の形態と同様、流路２２は撥水
性を有するため毛管現象が発生せず、試料は自然に流路２２に流入しない。そこで、凝集
反応が完結するのに十分な時間をとった後、加圧操作や吸引操作をすることによって、ガ
ラス繊維濾紙４１１に滞留していた試料は受容口６２を通り流路２２を進行する。その際
エッチング膜４１２で血球成分および凝集物が分離濾過され、ＨＤＬのみを含む血漿成分
が流路２２に流入したのち測定室３２に到達し、ＨＤＬに関する分析に供される。
【００８６】
　一方、試料のうち、受容口６３の上部に到達した一部は、凝集試薬と反応することがな
いため、加圧操作や吸引操作をすることで血球成分のみがエッチング膜４１２によって分
離濾過され、全てのリポ蛋白成分を含んだ血漿成分が流路２３に流入したのち測定室３３
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に到達し、測定に供される。すなわちここではＨＤＬ－Ｃ以外の項目についての分析に用
いられる。
【００８７】
　受容口６２に流入する試料がＨＤＬ以外のリポ蛋白成分を含まないためには、受容口６
２をガラス濾紙４１１に投影した領域に凝集試薬が存在するか、もしくは受容口６２をガ
ラス濾紙４１１に投影した領域と試料供給口５をガラス濾紙４１１に投影した領域との間
の領域に、凝集試薬が存在すればよい。一方、受容口６３に流入する試料が全てのリポ蛋
白成分を含むためには、試料供給口５をガラス濾紙４１１に投影した領域と受容口６３を
ガラス濾紙４１１に投影した領域とを包含する領域に、凝集試薬が存在してはならない。
このように構成することによって、一滴の試料を、ＨＤＬ以外のリポ蛋白成分を含まない
試料と、全てのリポ蛋白成分を含む試料とに分け、それぞれ別々の測定室に移送すること
ができる。
【００８８】
　また、図６では、受容口６３に連通する流路２３が３つに分岐し、それらが３つの測定
室３３に連通する。受容口６３から流入する試料は凝集反応を経ていないため、全てのリ
ポ蛋白成分を含んでいる。そのため測定室３３では、例えばグルコース、中性脂肪といっ
た、ＨＤＬ－Ｃ以外の複数項目についての測定を同時に行うことが可能である。それに対
して、測定室３２は受容口６２に連通しており、受容口６２に流入する試料はＨＤＬ以外
のリポ蛋白成分を含まないため、ＨＤＬ-Ｃの測定に好適に供することができる。
【００８９】
　また、図６における濾過部材４１は、２種のエッチング膜４１３、４１４を有する。先
述の通り、受容口６３の上部に到達した全血試料は凝集試薬と反応することがないため、
加圧操作や吸引操作を経た後、血球成分のみがエッチング膜４１４によって分離濾過され
、全てのリポ蛋白成分を含んだ血漿成分が受容口６３に流入する。一方、ガラス濾紙４１
を横展開して受容口６２の上部に到達した全血試料は、血漿比率の高い状態で凝集試薬と
接触して凝集反応が迅速に進行し、加圧操作や吸引操作を経た後、血球成分および凝集物
がエッチング膜４１３によって分離濾過され、ＨＤＬ以外のリポ蛋白成分が除去された血
漿成分が受容口６１に流入する。
【００９０】
　すなわち、エッチング膜４１３については、血球成分のみならず凝集物をも濾し取る必
要があり、凝集物を捕捉するためにその孔径は生成される凝集物よりも小さくなければな
らない。一方、エッチング膜４１４は、血球成分以外の分析対象の体液成分を全て通過さ
せることが要求されるが、エッチング膜４１３と同じ孔径を適用した場合、分析対象たる
体液成分までも分離濾過される場合がある（例えば中性脂肪）。したがって、エッチング
膜４１３、４１４にそれぞれ異なる孔径を適用し、エッチング膜４１４の孔径をエッチン
グ膜４１３の孔径より大きくすることが好適である。これによって、受容口６３に流入す
る試料において、分析対象である体液成分を何ら捕捉することなく、測定室３３に移送す
ることが可能となるからである。なお、エッチング膜の孔径は生成される凝集物の大きさ
に応じて適宜選択されるべきであるが、エッチング膜４１３に孔径０．４μｍのものを選
択すると凝集物を捕捉することができ、エッチング膜４１４に孔径０．８μｍのものを選
択すれば、中性脂肪を捕捉することなく通過させることが可能となり、好適である。
【００９１】
　以上のように、本実施の形態では、一滴の試料からＨＤＬ－Ｃを含む複数項目の分析を
同時に実施することができる。図４から図６では測定室が一列に並ぶ分析器具を示したが
、複数の項目について同時に測定を行う場合、測定室３２、３３は一列に並んでいること
が好適である。試料を測定室３２、３３に移送して吸光度を測定する際、照射光発生装置
および光センサ等の光学定期測定装置が一つの軸上を走査することによって複数の測定室
の吸光度を測定することが可能となり、複数の項目についての分析に要する時間を短縮す
ることができるからである。一方、図７に示すように、中心に１つの濾過手段４を有し、
それを囲むように受容口６４に連通する複数の流路２４および測定室３４が放射状に配置
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という点で好適である。
【００９２】
（第４の実施の形態）
　図８に、本発明に係る分析器具の第４の実施の形態において、第１プレートを除いて見
た本体部１の正面図を示す。本実施の形態は、一滴の試料から複数の異なる項目について
の分析を同時に実施するのに好適な実施の形態である。測定室および流路以外の構成は上
述の第１から第３の実施の形態のうちどの実施の形態を適用することも可能であるため、
以下主に測定室および流路の構成および作用について説明する。
【００９３】
　呈色試薬が備えられている測定室３２、３３に試料が流入する際、流路２２、２３と測
定室３２、３３との結合部において流速が急激に減少するため、測定室全体で呈色の態様
が均一とはならず、測定室と流路との結合点近傍において他の領域と呈色の程度が異なる
特異領域８が発生しやすい。そして吸光度を測定する際、当該特異領域８に光が照射され
ると、正しい吸光度が測定されない恐れがある。
【００９４】
　また、図９に示すように測定室ごとに試料が流入する角度が異なっていると、測定室ご
とに特異領域８の位置が異なるため、一つの軸９の上を走査しても一つの測定室では特異
領域８を外して吸光度を測定できるが、他の測定室では特異領域８での吸光度を測定する
という可能性がある。そこで、流路が円形の測定室から、円形の放射方向かつ軸９に垂直
に延出するようにすれば、全ての測定室における特異領域が同様に位置することになり、
光学的測定装置が一つの軸上を走査しても、全ての測定室において特異点を外して吸光度
を測定することができる。
【００９５】
　さらに図８に示すように測定室３２、３３の形状を長円形にすることによって、分析器
具の幅を増やすことなく、すなわち走査経路の長さを増やすことなく、特異領域８以外の
領域を大きく確保することができるため、光学的測定装置が走査する軸の位置の自由度が
上がり、さらに軸９の位置の誤差による影響が小さくなる。すなわち、安定した測定精度
を実現することができる。その際測定室３２、３３が、長円形の短径軸を軸９に一致させ
て一列に配置され、流路２２、２３が、長円の長径軸に沿って測定室から延出するよう配
置されれば、特異領域８以外の領域、すなわち正しい吸光度を測定することができる領域
を大きく確保することができるという点で好適である。なお図７では長円形の測定室を示
したが、楕円形でも同様の効果を奏する。測定室の形状および大きさは、光学的測定装置
に応じて適宜定めることができる。
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